
氷見市小規模事業者設備投資促進補助金（能登半島地震災害関連）交付要綱 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、氷見市補助金等交付規則（昭和４４年氷見市規則第１２号）第２
２条の規定に基づき、氷見市小規模事業者設備投資促進補助金（（能登半島地震災害関
連）（以下「補助金」という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

 
（定義） 
第２条 この要綱において「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模
事業者の支援に関する法律（平成５年法律第５１号）第２条に規定する小規模事業者
をいう。 

 
（補助金の交付） 
第３条 市長は、令和６年能登半島地震により影響を受けた市内小規模事業者の事業継
続及び復興を支援するため、国の小規模事業者持続化補助金（（般型  災害支援枠（令
和 6年能登半島地震等）のうち第８次公募まで、または、般型  通常枠のうち、第
１９次公募以降）（以下「国の補助金」という。）において不採択となった事業者が、
専門家の支援を受けて事業計画を再構築し、実施する設備投資に対し、予算の範囲内
において補助金を交付するものとする。 

 
（補助対象者） 
第４条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、以下の各号
のいずれにも該当するものとする。 
(1)（ 市内に主たる事業所を有する小規模事業者であること。 
(2)（ 市税等を滞納していないこと。 
(3)（ 氷見市暴力団排除条例（平成２４年氷見市条例第１号）第２条第１号に規定す
る暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団員等
（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含む。）でないこと。 

 
（補助対象事業） 
第 5条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、業務効
率化、生産性向上、省力化又は省人化に資する設備投資に関する事業とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、国、県又はその他の団体が実施する他の補助金等の交
付決定を受け、又は受ける見込みである事業は、補助対象外とする。 

 
（補助対象経費） 
第 6条 補助対象となる経費は、補助対象事業に直接要する経費とする。 
 
（補助金の額等） 
第７条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に３分の２を乗じて得た額（（円 
未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とし、次の各号に掲げる額のいずれ
か低い額を限度とする。 
(1)（ 第３条に規定する国の補助金の申請に係る補助申請額 
(2)（ １００万  

 
（補助金の交付の申請） 
第８条 補助金の交付を受けようとする者は、氷見市小規模事業者設備投資促進補助
金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければなら
ない。 
(1)（ 国の補助金の提出書類般式 



(2)（(1)の申請金額の根拠となる見積書等の資料 
(3)（ 国の小規模事業者持続化補助金の不採択通知の写し 
(4)（ 事業計画等確認書（様式第２号） 
(5)（ 誓約書兼市税納付状況確認同意書（様式第 3号） 
(6)（ その他市長が必要と認める書類 

 
（交付の決定） 
第９条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行
い、当該申請に係る補助金の交付の可否について決定のうえ、氷見市小規模事業者設
備投資促進補助金交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

 
（実績報告） 
第１０条 補助金の交付決定を受けた者は、事業完了後３０日以内又は令和９年２月
２６日のいずれか早い日までに、小規模事業者設備投資促進補助金実績報告書（様
式第５号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 
(1)（ 支出内訳書 
(2)（ 補助対象経費の支払を証する書類（領収書の写し等） 
(3)（ 導入した設備等の設置状況が確認できる写真 
(4)（ その他市長が必要と認める書類 

 
（補助金の額の確定等） 
第１１条（市長は、前条の実績報告があったときは、内容を審査し、適当と認められる
場合は、氷見市小規模事業者設備投資促進補助金交付確定通知書（様式第６号）によ
り補助対象事業者に通知するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。 

 
（補助金の返還） 
第１２条 市長は、補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により補助金の
交付を受けたと認めたときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金を返還させ
ることができる。 

 
  付 則 
１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
２ この補助金は、令和８年度の予算に係る事業に限り適用し、令和９年３月３１日 
をもって廃止する。 


